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日本における国家独占資本主義の成立

戦間期日本資本主義の研究(9)

村上ポロ光

TheEstablishingoftheStateMonopolyCapitalisminJapan

AStudyontheJapaneseCapitalismbetweenWorlｄＷａｒｓＩａｎｄＩＩ(9)

ＫａｚｕｍｉｔｓｕＭＵＲＡＫＡＭＩ

はじめに

前稿までで，戦間期日本資本主義の構造を，

その「歴史的前提」をふまえつつ，その構造を

形成するいくつかの側面にそくして個別的に検

討してきた。つまり，戦間期日本資本主義の最

基底をなす「産業構造」を出発点にし，そのも

とで展開をみる資本蓄積運動を規制・調整する

ものとして次に「財政構造」・「金融構造」を分

析したうえで，さらにそこから帰結する「農業

構造」と「対外関係」を考察しながら，それを

「景気循環」と「労資関係」において最終的に

総括する，という手続きを重ねてきた。そして

このような個別的検証を通して，戦間期日本資

本主義は第１次大戦-1920年代-30年代＝満

州事変期という過程の中で大きな変質をとげた

ことを各側面ごとに確認した。それこそこの

1930年代を中軸とする戦間期に日本資本主義

が現代資本主義＝国家独占資本主義へ転換した

ことの各側面ごとの表現形態に他ならず，した

がってこのような検討作業によってこの戦間期

に日本資本主義もいわゆる国独資的移行をはた

したことは一応結論づけられることになろう。

しかしそのうえで最後に残された課題がなお

存在している。すなわち，それら各個別側面に

立脚した日本資本主義の国独資化を総括して日

本資本主義全体の体制的な国独資への推転を総

合的に解明すること，これである。そこで本稿

では戦間期日本資本主義の各個別側面の動向を

ふまえて，それを総合的に総括しながら日本に

おける国独資の成立を体制的・構造的に考察す

ることが課題となる。まさにその作業をふまえ

てこそ，次の課題である「戦時統制経済」の分

析への接続も視野に入ってくるとも考えられよ

う。

Ｉ論争の展開と検討

〔１〕そこでまず最初に日本における国独資

の成立に関するいくつかの代表的見解')を検討

していくことにしよう。まず第１に最も早く日

本国独資に対してある程度まとまった説明を提

起したのは井上晴丸・宇佐美誠次郎である。そ

の場合，当面のポイントは日本における国独資

の成立に関する諸論点に他ならないが，日本に

おける国独資の成立論理は，国独資の一般規定

を前提にしつつそれを日本に適用したものとな

るわけであるから，その前提として井上・宇佐

美における国独資の一般規定をみておかなけれ

ばならない。さて井上・宇佐美説では国独資へ

の①移行「契機」としては「まさしく全般的危

機であるが，全般的危機一般ではな」〈「戦争・

混乱・大恐慌というような深刻な事態における
２）

それである」として政治的視,点を強調しつつ

「危機原因説」が展開されたうえで②その移行

「必然性｣3)に関して「資本の運動法則から内面
的につかむ」点が重視される。そしてまさにそ

れをふまえて③その「本質」が提示され「それ

まで流通部面を主としており局部的であった国

家の作用が全面化する方向をとり，国家は独占

資本I：)よって生産部面の内部にまでひきずり込
まれる」という点に設定されていくのである。

平成４年８月２５日受理
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がその立入った内容としては「世界史的にみれ

ば社会主義の第１段階がはじまったという歴史

的段階」において「階級関係の変化→階級対立

の激化→資本主義的支襲体制の危機という一連
の媒介項を経てはじめて」出現する事態だとさ

れる。そのうえで②国独資への移行「必然性」

については,「このように社会主義の第１段階が

はじまり，全般的危機が開始された」という「こ

の世界史的過程は，一度それぞれの帝国主義国

の内部の問題に吸収されることによって国独資

を必然にする｣とされ,｢その媒解なしたのは，
いうまでもなく世界恐慌である」と理解され

る。つまり「恐慌の過程で資本の支配体制が一

時的にもせよＩ昆乱することとあいまって，それ

が資本主義の崩壊の危機をつくりだす」わけで

あり，他方「すでに社会主義が世界経済を支配

するひとつの体制として存在していることに

よって｣｢資本主義の体制的崩壊を可能にする条

件は，じゅうぶんIこ成熟していたのであ｣って，

「ここに，はじめて全般的危機が，各国の資本

主義自体の問題として提起されたのであり，そ

れゆえにまた,国家の力を借?7戸恐慌からの離
臨をはかることが必然になった」とまとめられ

ていく。この点をふまえて次に③国独資の「本

質」が問題とされ「国家の経済にたし､する干渉

一般ではなく，その特有な干渉の形態をみいだ

さなければならない」という点からまさに「金

本位制の放棄,管理通貨制への移行｣と,|ｉｆう｢点
にこそ……国独資の本質があると考える」と明

確にされる。そこでこの本質的メルクマールを

前提にして④国独資の｢機能｣が押えられ，「金

本位制を放棄することによって，国は，経済に

たいする干渉力を何倍かに拡大し,はじめて『全

面的』とか『決定的』とかといいう盆)ような作
用をもちうるようになったと2M戸事実｣に立脚
して｢恐慌が回避されている点」が注目される。

以上みたように大内氏の国独資の一般規定は

全般的危機＝社会主義の成立を背景とし世界恐

慌を直接の契機としながら管理通貨制を基軸と

した国家の財政金融政策によって恐慌脱出とそ

みられるように井上・宇佐美説は経済的危機

と政治的危機とを結合させたうえでその危機へ

の対応として，国家による，単なる流通部面で

はない生産部面内部への介入＝統制という点で

国独資が把握されているとみていい。そこでこ

のような一般的規定に立脚した日本国独資の成

立論だが，最初に①その「成立メルクマール」

については「収奪と横領に帰結する資本の運動

法則の変形が，国家の生産部面の内部への引き

ずりこみによって行われるということこそが，

独占資本主義の国家独占資本毛義への移行の最
も基本的なメルクマールである」として－す

でに国独資一般論でみた－｢国家の生産部面

の内部への引きずりこみ」という点が確認され

る。それにもとづいてつぎに②具体的に「成立

時期」が示されこのような「国家権力の生産部

面の内部への引きずりこみ」が「1936-37年以

後に最も顕著に現われた」という意味で「この

1936年とそれにくぴすを接する日華事変の年

1937年こそは,国鞠資への移行開始のエポック
と見ることができる」と主張される。そのうえ

で③この成立の具体的｢指標」だが，「国家の生

産部面の内部への引きずりこみ」をそのポイン

トとして,｢輸出入品等臨時措置法」・「臨時資金

調整法」（37年９月）・「国家総動員法」（38年４

弓))という「国独資的戦時統制の根幹となる法
電｣と,｢軍需工廠等の設備聯大と役割の強
化｣,｡)「大蔵省預金部資金の増大」「特殊勘定の
増大｣「軍事萱芹中心とする予算の膨張｣と｢公
債・通貨の激増」などの「国家資本の役割の増

大｣とがあげられていく。以上のように，井上・

宇佐美説では｢国家権力の生産部面宅内部への
引きずりこみと国家資本の役割の増大」とをメ

ルクマールとして，日本国独資は1936-37年

（日中戦争･準戦時期)を画期と[1h戸成立した
とされている，と整理可能であろう。

つぎに第２は大内力説である。まず大内説に

よる①国独資一般の移行「契機」からみていく

と，JiJrLはいうまでもなく「全般的危機の直接
の産物」であるとして全般的危機が強調される
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の予防をめざした体制だとまとめられるが，そ

うであればこの国独資の一般規定における明確

なメルクマールからすれば日本における国独資

の成立についても明瞭な規定づけが当然出てこ

よう。まさにそのような一般的規定の日本への

適用として，「31年１２月には日本はふたたび金

本位制から離脱をし，いわゆる管理通貨制への

終局的な移行をとげるのであ」り「このときを

もって，日本の資本主義もまた,国独簑r)体制
に移行したということができるであろう」と結

論される。そしてその視点から昭和恐慌からの

脱出と満州事変の展開を可能にしたのが「イン

フレーシヲ21ﾝを基軸とした国独資的な一連の措
置であった」とし，「日本のばあいには，この財

政インフレーションを中心とするスペンデイン

グ・ポリシーは，主として満州事変をきっかけ

とする軍備の拡張曇鈩国大陸への資本輸出を基
軸にして展開された」とされるから，結局日本

における国独資成立のメルクマールは

1931-32年の金輸出再禁止一管理通貨制移行

と高橋財政の展開におかれているとしぼること

が可能であろう。

こうして井上･宇佐美説一｢国家統制の生産

への引きずりこみ」をメルクマールとする日華

事変＝1937年成立説と，大内説一｢管理通貨

制によるフイスカルポリシー展開」をメルク

マールとする満州事変＝1931年成立説，の２つ

をまずみてみた。これこそこれ以後の議論の原

型を形作った２大源流だが，その検討はのちに

おこなうこととして，この２つを立脚点にした

ヨ')新しい問題提起をまず概観しておきたい。

〔２〕まず第１は中村政則氏の「２段階進行

説」である。さて中村氏はまず一方で，井上・

宇佐美説に対して,その論理ポイントをなす｢国

家が生産部面のなかに全面的に引きずり込まれ

る」という「規定自体ひじょうにあいまいであ

り」「流通部面」と「生産部面」との「両者を区

別することにどれだけ積極的意義があるか疑問

だし」「どこからどこまでが部分的・局部的で，

どこからが全面的統制かをいちがいに規定する

ことはできない」他，その「引きずり込」みを

あらわす諸方策遙錆局｢いわば戦時経済統制と
区別しがたいもの」になっていると批判する。

つぎに他方で，大内説に対しては，「管理通貨制

採用の一点を強調しすぎるあまり，戦前日本資

本主義の構造的特質に規定ざれ墓'三|独資への移
行の独自性を軽視する傾向にある」として批判

を提出する。以上のような先行研究に対する認

識をふまえて,「管理通貨制度下のインフレ政策

を国独資の本質機能とみる大内説を－面で取り

入れつつ，他面では，戦前日本資本主義の構造

的特質に規定された国独資への震１行の日本的独
自性に着目すべきことを主張した」以下のよう

な中村説＝「２段階進行説」が打ちだされてい

く。

つまり，①国独資の「本質機能」を「国家の

独占体への従属強化にあり，したがって管理通

貨制度下のインフレ政策の本質も客)くまで独占
資本のための有効需要の創出にある」とみたう

えで，②その「移行契機」・「必然性」としては

｢この鶏占のための有効需要政策が有効に機能
するため」の条件としての「戦前日本資本主義

の主要な構成要素である財閥資本・寄生地主

制・植民地，この３つの環における強力な再編
２９）

成(＝構造転機)」カゼ指摘される。そしてそのう

えで③成立「メルクマールー時期」がまとめら

れ，以上の再編成が「昭和恐慌，満州侵略，高

橋財政の展開を第１の画期に，2.26事件，日

中戦争,国家韓動員法を第２の画期として2段
構えで進行した」以上,「日本における国独資へ

の移行は1931～32年の一般的な国独資の成立，

36-38年の戦時恩独資への移行という２段階
をもって画される」とまとめられていく。こう

して中村説は，井上・宇佐美説の「戦時統制」

的視点と大内説の「管理通貨制・インフレ」的

視点とを折衷することによって国独資の成立を

1931.31薪＝｢一般的成立｣と36.38年＝｢体
制的確立」との「２段階」においてとらえる「２

段階進行説」になっているといえよう。

つづいて第２に三和良一説に目を移そう。ざ
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的意識として持」ちそれに対応して「政府は，

この新しい事態に対処して，新しい政策対応を

開始し５９声｣段階=国独資政策の｢初発的.端緒
的出現」の時期｡②｢井上財政期｣－｢金解禁．

デフレーションを政策手段とした生産力保証政

策（同時に，国民経済視点的再生産維持＝国際

収支均衡政策）と，そのマイナス効果に対応す

る利潤保証政策,階級宥和政策という政策連関」

をもつといってよく,40髪の意味で｢国独資の政
策史のう葛|こ位置づけ」られる点で｢国独資の
政策の一種」とみなしうる局面。③「高橋財政

期」－｢先行する時期とくらべると経済的メ

リットによる階級宥和策が登場し，また，金本

位制停止のもとで利潤保証政策が大規模に実施

されるに至った点」が重視されつつ「国独資の

政策として'老ｌｆめて本格的に体系化されたもの
と評価できる」段階。④「準戦時・戦時期」

－｢高橋財政期の政策展開が,平時における国

独資としてとらえられるのに対して，それにつ
４３）

づく準戦H寺.戦時期は,戦時国独資とⅡ乎ばれる」

時期。以上のように三和説によれば，日本にお

ける国独資の成立は，高橋財政期をその体系化

とみたうえで,第１次大戦-20年代＝｢初発的・

端緒的形態」→井上財政期＝国独資の「－種」

→高橋財政期＝「本格的」「体系化」→準戦時・

戦時期=｢liii時国独資｣，という一連の｢連続性」
と「断絶性」の中で理解しなければならないと

されている。

〔３〕以上，日本における国独資の成立につ

いて代表的な４つのパターンをとりあげてみ

た。その４つのさらなるバリエーションももち

ろんいくつか存在するが，それはのちにそれぞ

れと関連させてふれることにし，さしあたりこ

こではこの４つの相互連関とその内容について

もう少し立入って検討しておくことにしよう。

まず最初にこれら４説の相互位置関係を図式

化しておくと以下のように整理できる。つまり

日本における成立時期をポイントとして区分し

てみると，第１に特定の時期を画期としてその

成立を示そうとするタイプＩといくつかの段階

て三和説の体系は基本的には大内説を立脚点と

しながらもヨリ多面的な視点をおりこんで国独

資の内実を一層奥行きの深いものになってい

る。まず三和氏による国独資の一般的規定から

みていくと，最初に①その「形成契機」につい

てはそれを経済過程と政治過程との両面に区分

しつつ，１つに「経済過程」の面では「過剰資

本と過剰労働力の処理が,経済過程②)自律的調
整作用によっては著しく困難になった」こと，

もう１つとして「政治過程」の面では「階級的

対立が激化し，ロシア革命に代表される,鋼資本
主義体制の全面的否定の動きが顕著になる」こ

とに求めたうえで，②国独資の｢本質｣＝特質に

関しては「体制維持は，直接的には，１国の政

治的統合を持続させることであるから，国内の

諸階級・諸階層の対立する諸利害関係を，政治

過程に團声の政策手段によって調整する努力が
払われる」点が強調される。以上のような国独

資の把握から帰結して④その「機能」に関して

は，まずそれはＩ「対内側面」とⅡ「対外側面」

からなりＩはさらにＡ「階級対立が爆発点に達

することを回避するための被支配階級にたし､す

る宥和政策（アピーズメント・ポリシー)」とＢ

｢資本に利潤を壗訂する資本蓄積維持対策｣と
から構成されるし，また'1としては，Ａ「資本

蓄積の維持」政策とＢ「国際的対立の調整」と

に分けられる，とされていく。

ではこのような国独資の一般的規定にもとづ

いて三和説では日本における国独資の成立がど

のように把握されているだろうか。さて三和氏

は「高橋財政期に展開された経済政策を，ひと

まず,体系化ざれ甕'三|独資の経済政策としてと
らえることができる」としたうえでしかし「高

橋財政期に先立つ時期から，国独資的政策が，

初発的に,体系化されないかた嘉戸,いわば断
片的に登場していたと考えられる」という点か

ら，第１次大戦以降の国独資的あらわれを以下

のようにまとめられる。つまり，①「第１次大

戦―井上財政まで｣－｢経済過程における体制

的危機」の下で「支配階層が体制的危機を主観
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の進行プロセスにそくしてその成立を考えよう

とするタイプ11とにまず分けられる。いうまで

もなく井上・宇佐美説と大内説がタイプＩであ

り中村説・三和説がタイプ11ということになろ

う。そのうえで第２にこのタイプＩとIIがそれ

ぞれ２つに分類でき，特定の画期を設定するタ

イプＩはその特定の時期を３７年段階＝日華事

変におく井上･宇佐美説①とそれを３１年＝満州

事変に求める大内説②に細分できるし，連続プ

ロセスを重視するタイプ11はさらに，３７年以降

の統制強化をも強調しつつ３１．２年と３６．７年

の２段階を主張する中村説①と第１次大戦→

２０年代→井上財政をも視野に入れつつ大戦か

ら準戦時期までの一連の過程を重視する三和説

②とに区分できる。こうしてこれら４つの説は

日本国独資の成立画期のとり方を基準として１

－①.②，１１－①．②の４つにタイプ化可能で

ある。

そこでこのような図式を前提として，その各

説の妥当性を検証するためにこれら４説を具体

的に検討していこう。まず１－①の井上・宇佐

美説については，国家の「流通部面」だけでな

く「生産部面の内部への引きずりこみ」に国独

資の一般規定を求めることが,「生産部面｣と｢流

通部面」との区別の暖味性・無意味性あるいは

その具体的指標の不適切性などからしてまず大

きな難点をかかえている以上当然のこととし

て，この「生産部面の内部への引きずりこみ」

をもっぱら国家統制に集約しつつこの国家統制

の強化という点から36.37霧斧｢国独資への移
行開始のｴﾎﾟｯｸ最長ること」は決定的な問題
を残すことになろう。つぎに１－②の大内説は

どうか。この大内説では管理通貨制に立脚した

フイスカルポリシーによる景気調整を国独資の

一般規定上の本質とみ,それの適用として３１年

の管理通貨制への移行とそれによる高橋財政を

もって日本における国独資が主張されている点

で，論理一貫性がみてとれて評価できる。しか

しなお残る問題点は，国独資の基本規定をイン

フレー賃金低下という点の景気調整策におくこ

とは国独資の本質規定として狭すぎ，それを前

提とした階級宥和策をも含めた体制維持対策と

いう視点が弱いことであろう。したがって３１年

段階という特定時期を管理通貨制を基準として

設定することは評価できるものの，それをメル

クマールとする際の成立内容についてはさらな

る考察余地を残しているといえよう。

さらに'１－①の中村説だが，ここでは，国独

資の一般的本質を｢国家の独占体への従属強化」

に求めしたがって管理通貨制のポイントを「独

占資本のための有効需要の創出」におく点は国

独資の本質を独占の救済・援助につなげる傾向

をもたらして疑問であるし，そのことが経済統

制を国独資の主要な契機にして36.37年段階を

重視してしまう問題性の背景にもなっていよ

う。しかしそれだけではない。そもそも国独資

の成立を２段階の論理で説明しようとすること
４７）

自体にヨリ基本白勺な難点があるといってよく，

２段階の相互関係にさらなるふみこんだ判断を

加えることなしに，単に31.32年段階と36.37

年段階との「２段階」で進行したとするだけで

は，「生成→発展→確立→変質｣をとげる，日本

国独資という１つの社会現象の体制的成立を論

理的に明示したことにはならない点で根本的に

疑問である。こうしてそもそも「２段階」説は

いずれ昼)しても成り立ち難いとこそいうべきな
のである。

最後は11-②の三和説だが，これは日本にお

ける国独資の内容分析についてのきわめてすぐ

れた考察となっている。というのも，国独資の

一般規定について，単なる景気調整策や独占へ

の援助という対資本蓄積サポート政策だけでは

なく，もう１つの政策の柱として階級宥和をめ

ざす政策も的確に位置づけられつつ，この「階

級宥和策」と「資本蓄積促進策」の２つを国独

資の体制的課題とし，それを管理通貨制を土台

として展開することによって結局体制の維持を

めざす点に国独資の本質が求められている，か

らである。その点で大内説を前提とした積極的

内容拡充に成功しているとみてよいが，そのう
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る。つまり，ある１つの社会事象はいうまでも

なく成立→確立→完成→変質という経過をとる

以外にないが，問題はそのうちのどの時点でそ

の社会事象が１つの体制として基本的に成立し

たかという点にあるのだから，それは特定の１

つの時期を指摘しなければならないはずであっ

て，それをいくつかの複数の画期ないし一連の

プロセス自体に解消するのでは無意味となろ

う。その意味では中村説は31.32年段階と36.

37年段階との２つのピークをとる「２段階進行

説」であるため妥当性を欠くし，三和説も第１

次大戦→２０年代→井上財政→高橋財政という

プロセス自体を重視するタイプであるため，そ

の中での成立画期をさらにしぼる余地が残る。

それに対して井上・宇佐美説＝３６．３７年段階説

と大内説＝３１．３２年段階説とは１つの特定の画

期にしぼられていて評価できるが，そのうちの

井上・宇佐美説は国家の生産過程への引きずり

こみという不適切な本質把握から国家統制を強

調しつつその点で３６．３７年をポイントにあげる

というあやまった処理に立脚したものである以

上それを採用することはできない。そうであれ

ば一国独資規定を三和説で補正・拡充したう

えで－大内説の31.32年段階＝管理通貨制成

立・高橋財政期が日本における国独資の成立画

期とおさえられてよいように思われる。こうし

て最後に第３に日本における国独資成立の理論

的枠組は以下のように描くことが可能となろ

う。すなわち，国独資の一般規定を，管理通貨

制にもとづく財政・金融政策に立脚した「階級

宥和策」と「資本蓄積促進策」の展開によって

体制維持をはかる体制だとまずみたうえで，日

本においては1931.32年段階における金輸出再

禁止＝金本位制の最終的停止とそれにもとづく

高橋財政によるスペンデイングポリシー展開の

中でこそ国独資の基本的成立が設定できるこ

と，これである。

ＩＩ日本における国独資的転換の検証

〔１〕そこで以下では，以上のような基本立

えで問題なのは，この三和説でも，第１次大戦

→２０年代→井上財政→高橋財政→準戦時体制

という一連のプロセスの中に国独資の成立が溶

解されていてその成立時期とメルクマールの確

定がやや弱いことに他ならない。したがってそ

の方向で'釿村説と同じ難点が否定できないと
いってよく，高橋財政期こそ｢本格的に体系化」

されたものとされる氏の視点を明確にしてこの

31.32年段階をこそ日本におけ高国独資の成立
画期と規定すべきではなかろうか。

以上４つの代表説を検討してみたがその結果

あきらかとなった方法的視点を整理しておこ

う。まず第１は国独資の一般規定と日本におけ

る国独資の成立とが内的関連の下にとらえられ

る必要があることである。その点であらためて

４説を位置づけると，井上・宇佐美説は国家の

生産過程への引きずりこみという中心ポイント

が国独資の本質からしておよそ不適切・不明確

だし中村説の独占のための有効需要創出という

把握も狭すぎる｡したがってこの２説について

は国独資の一般規定にそもそも問題がある以

上，それの日本への適用に関しても当然妥当性

を欠くという以外にない。また大内説は管理通

貨制を基軸にしたマネタリー面からする恐慌対

策という点に特徴をもちそれは社会主義からの

インパクトという面をも含めて国独資の特質を

明確化したことにおいては日本への応用へも重

要な意義をもつといってよいが，それがなおイ

ンフレ政策に立脚した景気調整策にアクセント

がおかれすぎていたことについては一定の不十

分性を残しており，それは三和説の，階級宥和

策と資本蓄積促進策を中心とした国家政策によ

る体制の維持というヨリ広い国独資理解によっ

てカバーされているといってよい。そうであれ

ば大内説を前提にしそれを三和説によって拡充

した国独資の一般規定をふまえ,それの日本へ

の適用という形で日本における国独資の成立を

考察すべきだということになろう。

つぎに第２は日本における国独資の成立につ

いて段階的進行説は採用できないという点であ
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脚点にもとづいて，①産業②財政③金融④農業

⑤対外関係⑥景気循環⑦労資関係の７つの側面

にそくしながら1931.32年段階における日本資

本主義の国独喜P勺転換の内実を具体的に検証＝
確認していこう。まず第１に①「産業構造」面

での動向からみていこう。さてこの産業構造に

ついてはいうまでもなく重化学工業化の進展が

軸になるが，最初に第１次大戦期に輸出拡大を

契機とした民間設備投資にもとづく重化学工業

化の進行がすすみ，輸出拡大→海運業→造船業

→機械工業→鉄鋼業という産業連関によって重

化学工業的産業転換の「始動」がおこったあと，

２０年代に入ると「慢性的不況｣傾向におちいり，

大戦ブームによる重化学工業的産業構造転換動

向を一応維持しつつも「造船→鉄鋼→機械」連

関ルートの消極化と「化学･電力→機械→鉄鋼」

連関ルートの拡大という「不均衡」化が顕著と

なりその点で産業構造の重化学工業的転換にお

ける１つの「再編｣＝変質がすすんだとみてよ

い。そしてこのような２０年代の再編をうけて

30年代＝高橋財政期に重化学工業化の本格的

確立をむかえるのであり，その中で再生産連関

の新しい形での再構成が実現する。すなわち，

30年代における重化学工業にもとづく国内市

場制覇と輸出拡大により，重化学工業の定着・

輸出増大→重化学工業の急速な拡大→設備投資

の活発化→資本財機械の生産増加→鉄鋼需要の

増大，という波及ルートが形成されるわけであ

り，そのことによって再生産循環の重化学吾篝
を中軸とした再構築＝「内部循環的生産拡大」

システムが現実化したと整理可能である。要す

るに,この３０年代＝高橋財政期にこそ日本資本

主義における重化学工業化的産業構造変換の本

格的定着が実現をみたといってよいことになろ

う。

ついで第２に②財政構造の動向はどう象:ま
ず第１次大戦期には重化学工業化と帝国体制の

強化を目的として「積極政策」が展開され，全

体としていわゆる「帝国主義型」財政パターン

の確立がみてとれるが,ついで２０年代には，`慢

'性的下況基調の中で恐慌と震災に対応した資本

救済と社会政策対策への対処を内容として財政

膨張をみるという新しい性格が付け加わる。そ

のうえで３０年代＝高橋財政期に入ると,金輸出

再禁止＝金本位制の停止に立脚して積極的な拡

大政策が展開され，例えば満州事変に関わる軍

事費増大と時局匡救策を中心とする財政膨張が

すすめられ,s4iln方における｢赤字公債の日銀引
受けシステム」の本格的始動ともあいまって，

政府によるスペンデイング政策の展開＝有効需

要の人為的創出がめざされた。その点でこの高

橋財政の中でこそ，国家による財政を通す経済

過程への介入の，その確立形態が確認されるこ

とはいうまでもないことであろう。

そして篝)3は③金融構造の転換が指摘されね
ばならない。そこでまず第１次大戦期では在外

正貨累積を軸点として日銀信用の膨張がすすむ

とともに一種の「金不胎化」政策も実施される

というフイスカルポリシーの端初がみてとれ

る。つぎに２０年代では，一方では`慢性不況過程

一正貨減少にもかかわらずそれは日銀信用の収

縮には結びつかず，むしろ日銀信用の救済を軸

とした政策的拡大とインフレ型フイスカルポリ

シーの展開をもたらす。他方，日銀の救済融資

を媒介にして５大銀行の支配＝銀行合同運動が

強まるとともに日銀による民間銀行規制や特銀

の政策的包摂も強化されるといってよく，銀行

独占の定着と政策的再編というプロセスを通し

て現代的金融構造への移行は一層の進展をみた

ことになる。そしてまさにその完成が30年代＝

高橋財政期に実現される。つまり，金解禁→金

輸出再禁止による金本位制の廃棄＝管理通貨制

への移行を立脚点として赤字公債の日銀引受け

と日銀売オペという形式を通した国家による人

為的有効需要創出策が可能になることから不況

脱出がすすみ,それがこのB瀞の資本主義の体
制組織化の中心軸を構成した。その点でこの高

橋財政期の金融構造こそ現代的金融体制の本格

的確立を意味しているのは当然のことであろ

う。
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〔２〕以上のような資本蓄積の中核部分（①

～③)を前提にしてその周辺側面に目を移そう。

嵩)こで第４に④農業構造の動きはどうだろう
か。まず第１次大戦期には，全体として農業生

産が伸び悩む中で商業的農業が進展して資本主

義的生産との融合を深めつつ，一方で「中農標

準化傾向」の定着をみるとともに他方で地主制
５８）

の後退も確認できる。ついで２０年代に入ると

このような現代的特徴は一層明瞭な姿を整え，

商業的農業の進展の中で，米穀中心農家の経済

状態は｣慢性不況に規定されて一段と悪化すると

ともに，農民層分解パターンの現代型＝「中農

標準化傾向」の明確化と地主制後退の定着がす

すむ。またこのような農民一地主両方向からの

状況困難化が小作争議の激化と解決難化をよび

おこし,そこから農政の本格的展開も目を引く。

そして以上のような日本農業の現代的転換がヨ

リ明確な形ですすむのがいうまでもなく３０年

代の高橋財政期に他ならない。それは「中農標

準化傾向」の上方移動という農民側の新動向と

ともに地主制の弱体化にも強くあらわれている

他，農政における－－金本位制停止に立脚した

－財政スペンデイングの本格化と農業団体の

強力な媒介という面でも特徴的に検出できる。

例えば自作農創設事業・救農土木事業．負債整

理事業・農村経済更生運動・農産物価格政策の

拡大などが重要だが,こうしてこの３０年代＝高

橋財政期には，農業構造・農業政策の全面にわ

たる国家による農民・農村・農業の－地主層

をとびこえた－直接的組織化という農業構造

の現代的転換が本格的に定着したとみるべきで

あろう。

このような30年代における国内面で急転換
は第５に⑤対外関係の動向に集約されよう。ま

ず最初に第１次大戦期には，国際収支の好転を

条件とした積極的大陸政策への着手がはじま

り，特に｢朝鮮＝総督府官業事業中心｣，「台湾＝

糖業直接投資｣，「中国＝西原借款」という形で

20-30年代に本格化する「日満支ブロック」形

成のまず第１段階が始動する｡ついで20年代に

入ると朝鮮・満州・中国・台湾に対する地域的

個別性をいぜん残しながら対外政策は一層の進

展をみせ，国際収支悪化にともなう正貨の減少

がこのような対外関係＝資本輸入によって補充

されるという点で20年代の対外関係は日本資

本主義の死活問題を構成した｡そして３０年代＝

高橋財政期に入ると，国際収支の好転にもとづ

いて特に満州中心に直接投資が拡大しその延長

上に「日満ブロック」の形成をみるが，それは

「満州中央銀行」の設立一｢円元パー政策｣成立

へと結びつき日本の管理通貨制の外延的拡大が

すすむ。それはついで３５年以降必然的に「日満

支ブロック」形成へと拡張せざるをえなかった

が,一層の外貨不足一国際収支の悪化を乳)きお
こす以外になく決定的な限界をもっていた。要

するに「日満支ブロック」－｢円ブロック」形成

という形に集約される３０年代の対外関係はそ

の点で日本資本主義の現実的展開を外枠として

規制していくものであったことが明白なのであ

る。

つづいて日本資本主義の運動は第６に91Pう
までもなく景気循環として総括されていく。ま

ず第１次大戦期をめぐっては，大戦ブーム→休

戦反動→「戦後ブーム」というプロセスで乱高

下をとげるが，しかしそのブームも市中資金需

給の逼迫→金利上昇→公定歩合の引きあげを契

機として株価暴落をもたらしそこからさらに商

品価格急落→金融破綻に結びついて２０年恐慌

が勃発する。そしてこの２０年恐慌は日本資本主

義における大戦以来の過剰蓄積一過剰生産に対

する自律的縮小均衡化過程＝強制的解決過程で

あったことに大きな特質があり，その点で「激

発性」と「全面性」を兼ねえなえた「古典的」

性格をもつものといえた｡ついでこの２０年恐慌

を経て２０年代に入ると，賃金の下方硬直性･物

価の低落と停滞化・金融構造の崎型化を原因と

して投資制約＝収益悪化におちいりそれが２０

年代`慢性不況を性格づけていくが,この２０年代

景気循環の’扇の到達点こそ27年金融恐慌に
他ならなかった。そしてこの金融恐慌の中で，
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金融市場の崎型性の解消と高金利の是正が一応

実現されて２０年恐`慌の遺産の１つが清算され

ていくが賃金下方硬直`性については次の昭和恐

慌にもちこされる。さて産業恐`院と農業恐慌の

合成によって日本資本主義は昭和恐慌に突入す

るが，高橋財政の中で，①合理化進展→労賃水

準低下を「基本的要因」②金本位制停止一為替

低下による輸出拡大を「現実的要因」③重化学

工業における設備投資拡大→収益増大を「本質

的要因」④財政・金融を一体化したスペンディ

ング政策展開を｢補完的要因｣，にもとづいて恐

'院の早期脱出がもたらされたといえよう。その

意味でこの昭和恐`院と３０年代＝高橋財政期の

景気動向は,大戦期→２０年代の中で形成されて

きた資本蓄積上の制約条件を最終的に解消して

その構造的再編成条件を確保させたものであっ

たことが明白なのである。

そして最篭|こ第７として⑦労資関係の変貌が
注目されよう。まず第１次大戦期では，一方で

独占資本主義の確立に対応して労働者保護立法

としての「工場法」がおそまきながら始動しは

じめるものの，他方で新しい労資関係に適合し

た協調主義的労働政策の萌芽が早期的に出てく

る｡ついで20年代に移ると慢性不況にともなう

労働市場の再編に対応して企業内労資関係にお

いて，「雇用労務管理体制の再編」「企業内統合

体制＝福利厚生システムの進展｣｢工場委員会制

度の進行」という形で統合的・協調的姿を整え

るとともに,国家鯛政策の面でも協調主義的
方向の定着がすすむ。そのうえで２０年代に入

ると，一方では封鎖的労働市場の定着と工場委

員会制度の空洞化によって２０年代労資関係に

おける基本図式の掘りくずしが始まるが，しか

し他方それは古い労資関係への後退を意味して

いるのではなく「個人的・市民法的関係」にと

どまらない「団体的・集団的」労資関係の認識

がそこでも維持されていることが重要である。

そして国家の労働政策もほぼ同形のパターンを

なし，協調主義的方向から「労資一体，産業報

国」的方向への再編が否定できないものの，団

体的・集団的労資関係自体はやはり維持されて

いた。したがって３０年代労資関係は，日本的特

殊条件の中で形成された，歪められ｢萎縮した」

現代的労働政策の一種だったとみるべきであろ

う。

〔３〕さてこれまで個BUに考察してきた７つ

の側面における３０年代の転換を構造的組み立

てという点からあらためて再構成すると以下の

ようにまとめることが可能であろう。まず第１

に日本資本主義における３０年代の構造転換を

最も外枠的に規定していたのは「対外関係」面

の変化である。つまり３０年代＝高橋財政期に

あっては，賃金低下・為替低下・合理化の下で

輸出増大＝国際収支の改善が実現されて，それ

が国内信用の拡大を可能にすることによって，

一方では満州中心の海外投資を活発化するとと

もに他方では国内での財政・金融スペンデイン

グの展開範囲を広げたと考えられる。その点で

この３０年代＝高橋財政期に現実化する日本資

本主義の現代的転換をもたらしたその最も前提

的・外枠的要因として「対外関係」があったこ

とが確認できよう。つぎに第２にこのような｢対

外関係」における構造変化は「財政構造」と「金

融構造」との変質に直接的に作用していく。い

い換えれば対外関係と国内の資本蓄積構造を結

びつけるルートとして財政と金融の２つの経路

が注目されるといってよいが,３０年代＝高橋財

政期には，国際収支改善と管理通貨制に立脚し

て，赤字公債の日銀引受→赤字財政→通貨増大

→スペンデイング政策というつながりで有効需

要の人為的拡大が可能となり，まさにこのよう

な財政・金融両面からする有効需要の増幅政策

によってこそ不況脱出と体制の安定化がすすめ

られそこから資本蓄積構造の転換が促進された

ことはいうまでもない。したがって｢対外関係」

の変質が「財政・金融」の動向に作用しながら

それが国内での資本蓄積構造に促進的圧力をか

けた関係がみてとれる。

その意味でまず第１の方向として｢対外関係」

が国際収支・正貨の動向を経て「財政・金融」
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を通して財政スペンディングがすすめられてこ

の時期全体の財政・金融政策による景気回復の

一環をなすとともに，他方では自作農創設・負

債整理・農村経済更生・農業団体強化などを媒

介とする農村・農民・農業組織化が遂行される

ことによって体制組織化の一翼を担ったわけで

ある。その点で，この「農業構造」の３０年代＝

高橋財政期における転換は，「産業構造｣の動向

とセットとなりそれを補完しながら，日本資本

主義の全体的構造転換の内実的一部分を占めた

とまとめられよう。

このようにみてみると，「対外関係｣とそれに

制約された｢財政構造」「金融構造｣とが1930年

代の日本資本主義の現代的変質をいわば「上の

方向」から外枠的に規定するものであったのに

対して，この「産業構造」と「農業構造」とは，

むしろ逆に，「下の方向｣から内実的にそれを規

定するものであったことがわかる。そしてこの

ような「上」と「下｣，あるいは「外枠」と「内

実」とが合流しその接点での新しい動向を表現

するものこそ，それら両者の中間にあってそれ

らを媒介し結びつける「景気循環」と「労資関

係」に他ならない。

そこでこのような媒介面での動向のまず１つ

は第５に「景気循環」である。いうまでもなく

景気循環は資本蓄積過程に立脚し財政・金融か

ら作用を受けつつ国際関係の影響の下に進行し

ていくわけであり，その点で｢産業」「農業」「財

政」「金融」「対外関係」の総合運動として展開

していく。そして３０年代＝高橋財政期には，重

化学工業の定着と輸出拡大による国際収支の改

善，合理化進展と賃金安定，あるいは財政・金

融面からのスペンデイング政策の実行，などの

体制的諸要因によって，景気循環の政府による

調整という現代的手法が明確になるとともにそ

の結果日本資本主義は早期的な不況克服を可能

にしていった。したがってこの高橋財政期の景

気循環の中には，重化学工業化・合理化・賃金

安定という「産業構造」（その裏側としての「農

業構造｣）と輸出拡大・国際収支好転・資本輸出

を規定し，それが信用･通貨量･公債などのファ

クターを媒介として資本蓄積構造に作用を及ぼ

すという経路がとり出せよう。要するに，ヨリ

外枠的方向＝上からの方向から，この３０年代＝

高橋財政期の日本資本主義の転換は，「対外関

係」→「財政・金融」→資本蓄積構造という組

み立てられ方で相互関係を形成していたと考え

られる。

そのうえで今度は「下からの方向」に目を移

すと，第３に最も基底には「産業構造」の動き

がいうまでもなく存在する。というのも，資本

の投資活動と生産力の水準を最も実体的に決定

する実質が産業構造の展開にあるのは当然だか

らであるが，この「産業構造」については，３０

年代＝高橋財政期にあっては輸出拡大を基点と

して重化学工業の定着・拡大を実現しつつ国内

市場制覇をもたらす一方で，それにともない設

備投資増大→重化学工業生産拡大という，重化

学工業に即した「内部循環的生産拡大」システ

ムが構築されたといってよい。まさにこのよう

な重化学工業化の本格的確立を立脚点にしてこ

そ，国内市場体制・競争体制・資本投資体制・

労働市場体制・労資関係体制もそれぞれそれに

規制されて再編されていくわけであり，その点

でこの「産業構造」面の重化学工業的転換はこ

の時期の資本蓄積構造の枢軸点をなしたと意義

づけられる｡その意味で30年代＝高橋財政期に

おける日本資本主義の構造転換を最も実体的・

基底的に性格づけるまず第１の要因こそこの

「産業構造」だというべきなのである。ついで

第４に－同じ「下からの方向」にそくして

－この｢産業構造｣に規定ざ鶴ある意味で
それと対抗的に関連づけられるのは｢農業構造」

に他ならない。さてこの「農業構造」は資本行

動によって決定される「産業構造」の裏側を示

すものとも位置づけられ，したがって「産業構

造」－｢農業構造」がセットになって資本蓄積の

実体を構成すると考えられるがこの３０年代＝

高橋財政期には現代的再編をなしとげる。つま

り一方では，救農土木事業・価格支持政策など
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増大のような「対外関係｣，そして財政･金融ス

ペンデイング・赤字公債の日銀引受などの「財

政」「金融構造｣の新動向が総合的にあらわれて

きており，その点で各個別側面の，「上｣＝外枠

と｢下｣＝内実との合成的規定になっているのは

当然であろう。それに加えてこの総合的規定を

なしているもう１つは「労資関係」である。つ

まり資本一賃労働を軸とする資本蓄積動向は労

働市場や企業内統合体制を通して労資関係とし

て集約される一方で，企業内労資関係の枠組形

成および労働運動への対応にもとづいて国家の

労働政策を呼びおこすといってよく，この方面

から資本運動は総括をうける。その意味でこの

労資関係は「下の方向」と「上の方向」とを総

合化する作用をもっているが,その３０年代＝高

橋財政期の特質としては次の点が注目されよ

う。すなわち，従来の個人レベル＝市民法レベ

ルの労資関係ではなく，労資利害対立を認めつ

つそれを集団・団体レベルでの対立関係とみた

うえで，国家がその対立の調整をはかるという

図式になっているわけである。したがって戦争

遂行体制の中で「労資一体化」「報国化」という

枠組が強制されていくとはしてもその内実をな

す労資関係が集団的労資関係として定着してい

るという到達点は決して否定できないのであ

り，その意味で，1930年代の日本における労資

関係の本質的あり様は，その形態は大いに異な

るとはいえ－その本質としては－ワイマー

ルやニューディールとその性格を同じくしてい

るとみてよいのである。こう考えると，この労

資関係も資本一労働の資本蓄積過程を総括しそ

れに一定の枠組を与えるという点で｢上｣＝外枠

と｢下｣＝内実とを結合する結節点を構成してい

ると整理できよう。

以上,３０年代＝高橋財政期における日本資本

主義の現代的転換の現状を「下の方向」（｢産業

構造」「農業構造｣）「上の方向」（｢対外関係」「財

政構造」「金融構造｣）および「総合方向」（｢景

気循環」「労資関係｣）の各側面から，その組み

立て方に重点をおいてみてきた。それによって

その全体構造はほぼあきらかになったが，まさ

にこのような「外枠的条件」→「内実的基礎」

→「現実的総合」という３部構成においてこそ

30年代＝高橋財政期に日本資本主義の現代的

転換が現実化したのであり，そして７つの各個

別側面はその中で以上のような位置づけを占め

たといってよいわけである。

Ⅲ日本における国家独

占資本主義の成立

〔１〕さてこれまで日本における国独資の成

立に関する諸見解を検討し，その中からふまえ

るべき論点をとりだしたうえで，３０年代＝高橋

財政期における日本資本主義の構造転換の実態

をたどってみた。そこでそれらを前提にしてこ

こでは日本における国独資成立について体系的

に問題提起をこころみてみたい。

まず(1)第１に日本における国独資への移行の

「背景」からみていこう。周知のように国独資

の一般的成立については世界恐慌による「経済

的危機」とそれを前提としたロシア革命→社会

主義運動の台頭にともなう「政治的危機」とが

ポイントとなり，そしてその２つが結合して資

本主義の「体制的危機」として現出していく点

こそが国独資の成立背景とされていた。そのよ

うな関連は日本の場合にはどのように考えられ

るであろうか。最初に世界恐慌による「経済的

危機」は日本資本主義においてはいうまでもな

く「昭和恐慌」としてあらわれ，輸出激減を引

きがねにして，資本蓄積の面では価格低下一企

業収益悪化一倒産増加一株価暴落がすすんで資

本過剰が明白になったし，労働市場の面では賃

金低下一失業増大一労働者の生活困難がもたら

されて「産業恐慌」におちいる。さらにそれだ

けではなく，他方農業面では生糸輸出減一生糸

暴落一米価暴落一農家経済悪化という形で「農

業恐慌」としての色彩をきわめて強くもち，こ

の「産業恐慌」と「農業恐慌」の結合によって，

この昭和恐慌期にきわめて大きな｢経済的危機」

に直面したことは明白である。
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国独資成立を実現した具体的画期ないし｢条件」

ということに他ならないが，これについては国

独資一般に関してそれを金本位制の終局的廃

棄＝管理通貨制への移行に求める周知の大内カ

氏の見解があり，ここでもそれを採用する十分

な根拠がある。つまり，大内氏によってすでに

明確にされているように，この管理通貨制への

移行によって，それ以前の金本位制~すでに

金地金本位制あるいは金為替本位制に変質をと

げているとはしても－のような金ないし外貨

によって国内の通貨量・信用量が制約を受けて

国家の財政・金融政策に決定的な外枠がはめら

れるという事態は克服される。むしろ，国内と

国外とを遮断し，中央銀行の発券量と金・外貨

の内在的関連を断ち切ることによって，通貨

量・信用量をある程度裁量的に運用することが

可能になるから，そこから金利・信用量を弾力

的に動かしつつ国家の財政・金融政策一ひい

ては国家による体制組織化作用一餅まじめて
本格的な機能が展開可能になっていく。その点

で国独資の「契機」は，このような投資.物価．

雇用・信用・金利を統一的にコントロールでき

る管理通貨制の定着にこそあったとみてよいの

である。

ではこのような金本位制停止一管理通貨制は

日本においてはどのように進行したであろう

か。それはいうまでもなく高橋財政開始時の金

輸出再禁止を画期とする。つまり高橋は蔵相就

任と同時に３１年１２月１３日に金輸出再禁止に

ふみきりただちに同１７日には国内金党換の停

止に着手した｡その後３２年に入って高橋財政は

本格化し，まず５月には日銀制度の改正がすす

められ，「党換銀行券条例改正」「日本銀行納付

金法」「日本銀行参与会法｣を制定して日銀発券

限度の拡張がめざされた。例えばこれらによっ

て日銀券の保証準備発行限度が従来の１億２千

万円から一挙に１０億円に押しすすめられると

ともに，同時にその限外発行税率を５％以上か

ら３％以上に引き下げ，さらにこれによって増

大する日銀の営業利益を納付金制度によって政

ではそれを前提にして「政治的危機」は日本

の場合どのような展開をみせたか。この「政治

的危機」の面では日本の場合にはやや屈折した

動きをみせる。もちろん昭和恐慌の下で労働争

議と小作争議とが労働者および農家状態の悪化

によって一定の盛りあがりをみせ，支配層に

よって「政治的危機」への意識が強くもたれた

ことは事実だが，しかしそこから本格的な体制

変革運動が強まっていったとはやはりいえな

い。しかし他面，労働者・農民の反体制エネル

ギーは，農本主義・青年将校などの危機意識を

媒介として例えば32年の５．１５事件などと

なって噴出していくわけであり，普通選挙法に

よってそれなりに確立した「日本的議会政治」

が軍部の直接的暴力によっておびやかされると

いう危機状況をむかえるのである。その意味で

は，直接的経路ではなく，恐慌下における被支

配層の生活状態悪化（特に農村の窮乏化）→軍

部への反映→直接的暴力→体制への挑戦という

間接的経路を通って,体制の危機につながる｢政

治的危機｣が生みだされたわけであり,した福)っ
てそれは「反体制エネルギーの屈折した表出」

だったといってもよいことになろう。

以上のように日本資本主義も一日本的独自

性をもってではあるが－この昭和恐慌期に１

つの「体制的危機」のピークをむかえることに

なった。すなわち，「昭和恐慌｣によって直接的

に出現した「経済的危機」と５．１５事件に媒介

されて間接的に表出された「政治的危機」とが

３０年代初頭に結合してあらわれたわけであり，

その意味でそれは体制自体の存亡を問われる危

機という点でまさに「体制的危機」といわざる

をえない性格のものなのであった。まさにその

「体制的危機」を克服して体制維持をめざす根

本的対策が必要になっていくわけであり，した

がって,このような３０年代初頭の｢体制的危機」

こそ日本における国独資成立の基本的「背景」

だといってよいように考えられる。

つぎに第２に(2)日本における国独資成立の

「契機」に目を移そう。この場合，「契機」とは
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府に吸収する点が規定された。こうして金輸出

再禁止→党換停止→金本位制停止→日銀発券量

の膨張が３１～32年にかけて実施されていった

が，さらにこの通貨供給の量的枠の拡大は以下

３つの方向で財政・金融スペンディング＝有効

需要の人為的創出に結びついていく。すなわち，

①日銀公定歩合の引下げによる画期的低金利体

制（32年８月＝日歩１銭）の定着と日銀･民間

銀行信用の膨張②日銀の公債引受け制度の発足

とその売オペとの結合による財政資金調達ルー

トの確立③赤字公債一赤字財政に立脚した満州

事変費・時局匡救費を中心とした財政スペン

デイングとインフレの進行，に他ならず，それ

によって政府による体制安定維持策'辮大な手
段を手に入れることになったのである。こうし

て金輸出再禁止＝金本位制の停止を軸点とす

る，投資･物価・雇用・信用・金利をコントロー

ルしつつ体制維持をはかる機構はこの３１～３２

年の高橋財政期に実質的に成立したとみてよい

のであり，その点で日本における国独資の「契

機」もこの金輸出再禁止＝金本位制停止＝（事

実上の69)）管理通貨制成立に求められてよいこ

とがわかろう。

〔２〕ついで第３に日本における国独資成立

のこの「背景」と「契機」を前提として(3)その

「時期｣にすすもう。しかしこの点は以上の｢背

景」と「契機」とをふまえればあまりにも明白

といってよい。つまり昭和恐慌をめぐる「体制

的危機」をその直接的「背景」とし，高橋財政

による金輸出再禁止＝金本位制停止に立脚した

財政・金融スペンディングをその「契機」とし

ている以上，日本における国独資成立の｢時期」

が,高橋財政期としての1931-32年におかれな

ければならないのは当然である。しかもそれだ

けではない。この金本位制停止という個別的事

象だけではなく，もう少し時間的幅を広げてみ

た場合でも，この31-32年という時期が大戦→

20年代→高橋財政期→準戦時期という経過の

中で１つの大きな転換期であったこともあきら

かであろう。この点についてはすでに７つの個

別的側面について検討しついでその組み立て構

造を総括することによって示した通りだが,｢産

業構造」「農業構造」という「内実的基礎」ある

いは「対外関係」「財政･金融構造」という「外

枠的条件｣，さらには「景気循環」「労資関係」

という「現実的総合」といういずれの方向から

しても，この高橋財政期こそ決定的な構造変化

の画期にあたっていたのである。こうして，単

に金本位制停止という１つの具体的事象にそく

してだけではなく，その背後で日本資本主義の

広い面にわたって進行した構造変化をも視野に

入れてこそ,この３１－３２年＝高橋財政期を日本

における国独資成立の「時期」として把握しえ

る根拠があるように思われる。

こう考えてくると日本における国独資成立に

関するすでにみた諸見解に対してもいまやあら

ためて次のようにコメントできよう。まず第１

に①井上・宇佐美説については，国家統制を基

準にして３７年段階に成立｢時期｣をおくことは，

その統制はいまみた３１～32年段階での日本資

本主義の構造変革と金本位制停止をこそ前提と

する以上，国独資成立の基本線を見落したうえ

でその現象的展開をみているにすぎないという

点で疑問である。また第２に②中村説＝「２段

階進行説」については，氏のいわゆる「財閥資

本・寄生地主制・植民地」における「再編成」

は３１～32年段階にこそその質的変化のポイン

トがあるかぎりわざわざ36～37年段階を持ち

だす必要もないし，結局「２段階」把握をとる

とそのどちらが国独資成立の基本時期になるの

か不明確になって国独資成立時期を何んら実質

的には指し示さなくなるという難点が残ろう。

さらに第３に③三和説だが,大戦期→20年代→

井上財政期→高橋財政期という「プロセス」の

中で国独資的現象が進行してきたことは確かだ

とはしても，そのことは国独資の成立「時期」

をなしくずしにして特定できないということを

意味するわけではなく，そのプロセスにおいて

も１つの決定的画期はあるはずであり，した

がって氏もふれている３１～32年での｢本格的確
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立」という指摘をもう一歩強調すべきだという

問題点をもっていよう。

さらに第４として日本国独資の(4)「機能」が

意義づけられねばならない。この点については

すでにみてきたことからある程度あきらかなよ

うに管理通貨制に立脚した財政・金融スペン

デイングをその中心としている。そこでその機

能内容を整理してみると，まず財政面では金輸

出再禁止一金本位制停止にもとづいて積極的な

拡大政策が展開され，特に満州事変にからむ軍

事費と時局匡救費を中軸として財政膨張策がす

すめられ，政府によるスペンデイング政策の展

開＝有効需要の人為的創出を通して過剰資本の

整理一不況脱出と体制安定化が意図された。そ

してその際このような財政面からのスペンディ

ング政策の展開はいうまでもなく日銀を中心と

する金融スペンデイングによって支えられてお

り，それは１つは公定歩合の引下げによる低金

利政策ともう１つは公債の日銀引受システムを

裏づけとしていた。つまり，財政面からのスペ

ンデイング政策の財源は，この高橋財政期に定

着をみた，公債の日銀引受け＝日銀による追加

資金の創造→政府による民間市場への資金撒

布＝政府スペンディングの展開→市中への資金

流入→有効需要の人為的拡大＝景気回復→日銀

の売オペ＝公債の民間消化→市中からの資金吸

収，というルートにもとづいて調達されたわけ

であり，その点で財政スペンディングは，この

ような日銀による公債引受けと日銀売オペの結

合という金融政策によってこそはじめて実現可

能だったのである。こうして財政政策と金融政

策とは一体化して機能しまさに財政・金融スペ

ンデイングという形でいわゆる「通貨政策」と

して作用していったことがわかろう。

そうであれば日本国独資の機能もヨリ大きぐ

は以下のように把握してよいであろう。すなわ

ち，３１年の金輸出再禁止＝金本位制停止を画期

として，１つは日銀による公債を手段とした追

加資金創出が可能になることをまず基盤にした

うえで，もう１つはその造出された資金を財政

スペンデイングという形で市中撒布の拡大をは

かることが実現され，それらによって有効需要

の人為的拡大創造が可能になったこと，これで

ある70)｡要するに,金輸出再禁止＝金本位制停止

→公債の日銀引受け→財政スペンディング展開

→「通貨政策」としての統合化→有効需要の人

為的創出→体制の安定化，というシステムが成

立したのであり，つづめていえば通貨政策によ

る有効需要の管理と，それに規制される生産・

収益・物価・雇用・賃金・信用・利子などとい

う体制全体の経済量のコントロール，という点

にこそ日本における国独資の「機能」があると

まとめられよう。いずれにしても，このような

経済管理がある程度可能になることによっては

じめて国家による体制管理が可能になったこと

だけはあきらかであって，もしそこまでをも視

野に入れるとすれば，結局一日本をも含めて

一国独資の「機能」とは「通貨政策を手段と

した体制管理」に他ならないとさえいっていい

ほどかもしれない。

〔３〕以上，日本における国独資成立の「背

景」「契機」「時期」「機能｣を考察してきたがそ

れらをふまえて最後に日本国独資に関する総括

的論点を整理していこう。まず第５として(5)日

本国独資の「本質」はどうまとめられるか。さ

てこの点については国独資の一般的規定に関し

「資本蓄積促進策」と「階級宥和策」とにもと

づく国家１局)よる「体制維持」という方向が提起
されている。その場合このような視点はいうま

でもなく国独資の成立背景としての「体制的危

機」－｢経済的危機」と「政治的危機」との合

成からなる－にその根拠をもっている以上，

国独資の課題も，「経済的危機｣に対処すべきも

のと「政治的危機」に対処すべきものとにまず

区分して考えられる。そのうちのまず「経済的

危機」への対応策としてはなによりも大型不況

からの脱出→景気回復→資本過剰の整理を可能

にするための有効需要の創出策が不可欠とな

り，その点から「資本蓄積促進策」がまず位置

づけられる。しかしそれだけではない。もう１
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つとして，「政治的危機｣への対応として，国内

反体制運動への抑止作用がすすめられ社会主義

運動の体制内化を目的として様々な階級対立宥

和政策がとられる。例えば一方では完全雇用政

策・失業救済政策・社会保障政策が目標とされ

るとともに，他方で以上のような経済面からの

体制内化と並んで政治的にも労働基本権の付与

などのいわゆる労資同権化がすすめられること

が重要であり，それらの－経済的および政治

的一両面からする「階級宥和策」が国独資の

もう一本の柱として設定されていくといってよ

い。このように，いうまでもなく管理通貨制を

支柱としながら，対資本関係＝「資本蓄積促進

策｣，対労働者関係＝「階級宥和策」という形で

総体的な｢体制維持｣を課題とする点にこ鳶ｉ
国独資の「本質」があるというべきであろう。

そこでこのような理解を前提にして，日本の

場合に目を転じるとまず「資本蓄積促進策」に

ついてはそれが明白な形であらわれたのはすで

にみた通りであろう。いうまでもなく，金輸出

再禁止に立脚した高橋財政下の財政ｐ金融スペ

ンデイングによる景気上昇策はこの「資本蓄積

促進策」のきわめて典型に近い代表例といって

よかった。その点でこの「資本蓄積促進策」が

日本国独資の１つの課題を形成していたことは

見やすいことだが，もう１つの「階級宥和策」

は例えばニューデイールなどにくらべるとやや

程度は低い。しかしそれにしてもすでにみてき

たように高橋財政期には失業救済対策や農村の

負債整理･時局匡救対策が財政･金融スペンディ

ングの一環としてある程度すすめられたし，政

治的対立緩和策として｢小作調停法」(24年)｢労

働組合法案」（２５－６年）「自作農創設」（26年）

「治警法改正」(26年)「普選法」（25年）「労働

争議調停法」（26年）という前提的経過がある

他，２９年「社会政策審議会」設立，３１年「労組

法案･小作法案衆議院通過」（不成立)，３３年｢米

穀統制法｣，などの動きがあって，「階級宥和策」

展開が－その蕊暴は小さいとはいえ－－応
は確認されてよい。したがって日本における国

独資の成立においても－不十分ながらではあ

るが－階級対立激化の抑止を目的とした「階

級宥和策」をその焦点にしていたことは決して

否定できないのである。こうして日本における

国独資成立に関わるその「本質」としては「資

本蓄積促進策」と「階級宥和策」とを２つのルー

トとした｢体剣鍵持｣にこそあることはあきら
かだといえよう。

そのうえで第６に(6)日本国独資の特質を他国

との比較の中であきらかにしてみよう。その場

合の比較の対讓となるのは1つはアメリカ・
ニューディールrでありそしてもう1つはドイ
ツ･がナチス経済ということになるが,まずニュー

デイールとの性格の差はどうか。最初に国独資

の２本柱のうち「資本蓄積促進策」についてみ

れば，そのシステム性という点ではニュー

デイールより一層組織化されていたともいえ

る。つまり，日本のような公債の中央銀行引受

とその後の中央銀行売オペによる資金再吸収と

いう体系だった財政スペンデイング方式はアメ

リカにおいてはその明確な形をとらずむしろ大

商業銀行の過剰資金が公債購入に直接むかった

パターンが多かったし，さらにその基礎として

も，アメリカでは金・外貨の余裕があったこと

もあって，金本位制の停止が財政スペンディン

グの展開にはたす効果が日本ほど大きくなかっ

たことも周知のことであろう。要するに，金本

位制停止→赤字公債の中央銀行引受方式の確立

→財政スペンデイングの体系化という面からす

る「資本蓄積促進策」の展開に関しては，日本

はニューデイールより一層組織化された進行が

みられたといってよい。つぎに国独資のもう１

つの課題である「階級宥和策」にそくしてみた

場合はどうであろうか。さてこの｢階級宥和策」

については日本国独資の不十分性は明白であ

る。例えば－アメリカと比較して不況脱出が

早かったこともあって－この「階級宥和策」

の中ではその経済的側面をなす失業対策＝雇用

政策が農村救済としての農村土木事業の展開と

して目立つぐらいであって，社会保障関係につ
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的といってよい。例えばそれらは公共事業を請

負う民間企業が振出し政府が支払いを保証する

短期手形であるが，それが満期ごとに書換えら

れて中・長期の国債としての性格をもちつつ，

結局民間の銀行による割引を経由しながら最終

的には中央銀行によって再割引されたから，実

質的には国債の僻銀行引受と同じ性質のもの
となる他なかった。このような方式を通して

34～38年の間に公共投資の増加(35億マルク→

55億マルク）と軍事費膨張（33億マルク→155

億マルク)が中･長期国債の中央銀行引受によっ

て実現された結果，さしもの恐慌も克服されつ

つ３６年には鉱工業生産が恐慌以前のレベルを

こえて完全雇用状態に至るとともに，国民総生

産や黒關設備投資水準も恐慌前に立直ることに
なった。こう考えると，ナチスの場合にはこの

「資本蓄積促進策」に関しては，その組織体系

性・量的規模･政策的効果のどの点からしても，

ニューデイールはもちろん日本・高橋財政より

も一層徹底化していたことがわかる。

それに対して「階級宥和策」についてはかな

り独自な色彩を示す。すなわちこの点では３つ

の方向が重要であり，まず１つはナチスは労働

者あるいは労働組合の自由・自主性を徹底的に

解体し「労働戦線」へと統合する中で，労資の

分裂・対立を基本的に否定したから，もちろん

ニューデイールのような労働基本権の承認から

は決定的なへだたりがあるし，日本の場合のよ

うな，「労資一体的･報国的」な枠組みを与えな

がらも集団的・団体的労資関係が一定程度維持

されたタイプとも距離がある。また２つめにし

かしそのような擬似労働共同体体制の中で「労

使関係」を規制する操作が展開され「紛議の決

定，賃金規則の決定，就業規則および労働契約

内容の基檮P設定,賃金規則｣などがとりきめ
られたから，例えば日本の場合よりも，国家が

労資関係を規制ししかもそこに一定の基準を導

入していこうとする意向は強いともいえる。さ

らに３つめに失業対策だが，この点については

日本にくらべればもちろんニューデイールに比

いては「失業手当法」不成立（30年）などの下

で｢救護法」（29年）「労働災害扶助法」（31年）

「労働災害保険法」（31年)の成立にとどまった

他，「階級宥和策｣の政治的側面を形成する労資

同権化をめざす労働基本権（あるいは労資利害

調整体制）の不十分性は一層目立とう。すなわ

ち，アメリカにおける労働基本権の確立・労働

時間規定･労資調整システムの定着にくらべて，

日本の場合には３１年の「労働組合法の不成

立」・「小作法の不成立」に代表されるように労

働立法の整備はきわ蝋めて立ちおくれ，せいぜい

「労働争議調停法」（26年)と｢小作調停法」（２４

年)という，昭和恐慌に先だつ1920年代労働立

法の枠組が継続するだけに終った。

こうして日本国独資とアメリカ国独資とを高

橋財政対ニューデイールという形で対照してみ

るといまやその性格の差は次のような内容にお

いて明瞭である。すなわち，アメリカにくらべ

て日本の方が経済余力が小さかったこともあっ

て，恐慌克服のための前提をなす，金本位制停

止一公債の中央銀行引受システムー財政スペン

デイングの体制的確立はヨリ明確ではあった

が，日本ではアメリカに比較して，そのような

国独資的メカニズムが，「資本蓄積促進策｣に圧

倒的に片よったウエイトで展開されることにな

り，「階級宥和策｣の進行はきわめて微弱であっ

た，と。

ついで日本の国独資とドイツ・ナチス経済と

をくらべてみるとどのような姿が浮かびあがっ

てくるであろうか。まず１つとして「資本蓄積

促進策」の点からみるとナチスにおいてはかな

り組織だった政策展開がみてとれる。つまりナ

チスにあっては，景気回復をめざした道路建設

などの公共事業が推進されて財政スペンデイン

グが膨張していったが，その場合，公債の日銀

引受けとその後のオペレーションという，日本

の高橋財政における財政資金調達の独自システ

ムに相当するものが，このナチスの中では「労

働振興手形」と「メフォ手形」などを手段とす

る方式でヨリ体系的にすすめられたことが特徴
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較してもヨリ本格的な対策がすすめられ，公共

投資や軍需によって３６年段階では完全雇用＝

労働力不足という状態さえ現出するに至った。

こうしてこの３つの論点を総合化してみると，

ナチスは労働運動・労資関係を解体・統合する

ことを通して－むしろそれを条件として

－雇用については高い水準を実現したのであ

り，それによって結果的には「階級宥和策」と

しての効果を－ニューディール．日本の場合

以上に－引きだしたというべきであろう。

以上，国独資を構成する「資本蓄積促進策」

と「階級宥和策」の２つのポイントに即して日

本国独資をそのアメリカ型＝ニューディールお

よびドイツ型＝ナチスと比較してみた。その結

果それをまとめると日本型国独資はナチス型と

ﾆｭｰﾃﾞｲｰﾙ型とのまさに｢中闇雲｣に位置
づけることが可能なように思われる。それは２

つの点から整理でき，まず１つに「資本蓄積促

進策」では，その組織体系性と効果の点から，

日本型はヨリ徹底していたナチスとやや不徹底

なニューデイールとの「中間」に入るだろうし，

つぎに第２に「階級宥和策」についても，労資

同権化型のニューディールと労働基本権解体型

のナチスとの，これまた「中間」的性格をもつ

と意味づけできよう。そしてこれら２点からす

る日本国独資の「中間」的性格は，結局は国独

資の成立背景をなす「資本主義の体制的危機」

の強度の「中間性」にもとづいているし，それ

がさらに国家による資本主義体制組織化におけ

る－ドイツ＝強権的組織化とアメリカ＝労資

同権化的組織化との－その「中間性」に反映

していることはいうまでもないことなのであ

る。

え，まさにその中でその現代的再編をとげたと

結論してよいことが確認できた。しかし，日本

の国独資はこのようにしてこの３１～32年にそ

の体制的確立をとげたとひとまず総括できると

はしてもその形態がそのまま第２次大戦後にも

ちこされたわけではない。いうまでもなくこの

31～２年段階のあと日本資本主義は３７年日華

事変→４１年太平洋戦争といういくつかの画期

を経て準戦時経済→戦時経済へと進行していく

からである。そしてそのプロセスの中で経済へ

の統制が強化=れ戦時統制経済への道を突き進

んでいくが，その転換に直面してこの３１～２年

段階に確立した日本の国独資もさらに一定の変

質を余儀なくされるのは当然であった。

そこで次の課題は，３１～２年段階で体制的に

定着をみたこの日本型国独資が戦時統制の中で

どのような変質・修正をうけながらどのような

再編をもたらされたか－を解明することに

移ってこよう。つまり戦時統制経済の展開をあ

きらかにし，それが，確立した日本国独資のシ

ステムとどのような関係にあるのかを示すこと

によって，戦時統制経済の日本国独資における

体系的位置づけを明確にすることに他ならな

い。まさにその作業を通してこそ，第２次大戦

後の戦後型日本国独資への継承と断絶における

内的関連に対しても一定の射照が可能になるよ

うに考えられる。

圧

1）日本における国独資の成立をサーベイした文献とし

ては例えば以下のものがある。揖西・加藤・大島・

大内『日本資本主義の没落』Ⅲ（東大出版会，１９６３

年)871-900頁，永原慶二編『日本経済史」（有斐閣

双書，1970年）３０７－１０頁，石井･海野･中村編『近

代日本経済史を学ぶ』下（有斐閣選書，1977年）

124-33頁，塩沢･後藤編『日本経済史』（有斐閣，

1977年）４５７－６２頁，など。

2)，３）井上晴丸･宇佐美誠次郎『危機における日本資

本主義の構造』（岩波書店，1951年）９－１０頁。

4）前掲，井上・宇佐美『構造』１３頁。

おわりに－戦時統制経済への道

以上，日本における国独資の成立に関してい

くつかの論点を考察してきた。そしてそれを通

して，日本資本主義は，1931～32年＝高橋財政

期に国家独占資本主義としてのシステムを塾
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４６）なお，「一般的な国家独占資本主義から戦時国家独

占資本主義への移行ではなくて，むしろ，二段階を

通じて戦時国家独占資本主義へしか帰結しえな

かった……ところに，戦前日本資本主義の国家独占

資本主義化の独自性をみるべきであろう」（大石嘉

一郎「近代史序説」岩波講座『日本歴史』１４，１９７５

年，所収，１８頁）とする大石説もこのバリエーショ

ンとみてよいであろう。

47）つまり，３１．２年にはその再編成の手段をなす管理

通貨制のみが成立しただけでその再編成自体は基

本的に確立していないのであれば３１．２年段階では

「一般的」ではあれ何んであれ国独資はいまだ体制

的には形成をみていないというべきだし，逆に31.

２年段階で管理通貨制とともにそれ以前とはシス

テム上異なる新しい政治経済パターンが展開され

それが時間的進行の中で３６．７年ごろに完成をみる

というのであれば国独資は３６．７年段階ではなくそ

の基本構造の出発点となった３１．２年段階で成立を

みたとする以外にはない，であろう。

48）これと同じようなパターンをなすものとしては島恭

彦氏の説があり，「1931年から1936年までの国独資

への移行期，1936年から1941年までの国独資の展

開期，1941年から敗戦までの国独資の確立期」（島

『著作集』３有斐閣，1982年，289頁）とされるが，

ここでも成立の画期は何んら明確ではない。

49）このような高橋財政期以前を国独資展開にとって重

要視する三和説の１つのバリエーションとして「第

１次大戦後の『大正デモクラシー』の本格的展開は，

これを日本資本主義の国独資体制への移行の開始

を示す現象であった」（粕谷信次「『大正デモクラ

シー』と日本国家独占資本主義｣，日高他編『マルク

ス経済学』東大出版会，1978年，所収，170頁）と

する粕谷説をあげることができよう。

50）なお，大内説以外でこの３１．２年段階を国独資の成

立画期とするのは長幸男説である。つまり，管理通

貨制度を「国家独占資本主義を構成する最も重要な

エレメントである」（長｢戦争と国家独占資本主義｣，

『講座日本歴史』７，東大出版会，１９７１年，所収，

２８６頁）とみたうえで，「この満州事変の勃発による

準戦時的財政の開始と金本位制からの離脱とを

もって，わが国の国家独占資本主義への本格的移行

と考えたい」（281頁）とされている。

51）この「産業構造」について詳しくは，拙稿「戦間期

日本資本主義の産業構造」（『金沢大学教育学部紀

５)，６)，７）前掲，井上・宇佐美『構造』６２－３頁。

８)，９)，１０)，１１)，１２）前掲，井上・宇佐美『構造』

６４－６６頁。

13）これに対して「このエポックを『満州』侵略開始の

年，1931年におく見方」は「国独資における国家を

取りこんだ資本の運動法則の変形の特質が充分に

明らかにされていない場合に起きる見方であ｣って

この３１年段階では「いまだそれをもってエポック

とするには不充分である」（６２頁）とされる。

14)，１５)，１６)，１７）大内力『日本経済論』上（東大出版

会，1962年）２４６－４９頁。また大内力『国家独占資

本主義』（東大出版会，1970年)も全体にわたって参

照されるべきである。

18)，１９）前掲，大内『日本経済論』251-52頁。

20)前掲，大内「日本経済論』255頁。例えばその代表的

パターンとして，「管理通貨制が資本の労働にたい

する関係を，国家権力によって媒介される関係に転

化させる」ことにより「Ａ－Ｇ－Ｗ」がインフレを

通して｢Ａ－Ｗの交換は不等価交換になる」(254頁）

点が示される。

21）前掲，大内『日本経済論』234頁。

22)，２３）前掲，大内『日本経済論』２６０頁。

24）中村政則「国家独占資本主義論」（前掲，『近代日本

経済史を学ぶ』，所収）126頁。

25)，２６)前掲，中村｢国家独占資本主義論｣128-29頁。

27)，２８)，２９)，３０)，３１）前掲，中村「国家独占資本主

義論」１２９－３０頁。

32）前掲，中村「国家独占資本主義論」１３４頁。

33)，３４)，３５)三和良一｢経済政策体系」（社会経済史学

会編『1930年代の日本経済』東大出版会，1982年，

所収）２７９－８０頁。

36）そしてＡは「被支配層に所得を保証する経済メリッ

トによる宥和政策」と「被支配層の政治的・社会的

地位の向上を保証する政治的社会的メリットによ

る宥和政策」（280頁）の２つからなるし，Ｂは「直

接的な利潤保障政策」と「利潤実現の基盤となる生

産力を保証する政策」（282頁）に区分されるといわ

れている。

37)，３８）前掲，三和「体系」291頁。

39）前掲，三和「体系」301頁。

40)，４１）前掲，三和「体系」３０４－６頁。

42)，４３）前掲，三和「体系」３０８頁。

44）前掲，三和「体系」278頁。

45）前掲，井上・宇佐美『構造』６２頁。
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要』第３５号，1986年）を参照のこと。

52）橋本寿朗『大恐`慌期の日本資本主義』（東大出版会，

1984年）307頁。

53）拙稿「戦間期日本資本主義の財政構造」（前掲，『紀

要』第36号，1987年）参照。

54）この「赤字公債の日銀引受システム」について詳し

くは，例えば『講座帝国主義の研究』６（青木書

店，1973年）295-313頁をみよ。

55)｢金融構造｣の戦間期の基本動向に関しては,拙稿｢戦

間期日本資本主義の金融構造」（前掲，『紀要』第３７

号，1988年）をみられたい。

56）またこの「体制組織化」の金融面からのあらわれと

して，銀行合同過程の一層の進行と５大銀行支配の

定着がすすむ中で政府の金融政策の浸透が一段と

強化されたことも重要であろう。

57）戦間期日本農業の基本的動向に関して詳しくは，拙

稿｢戦間期日本資本主義の農業構造」（前掲，『紀要』

第３９号，1990年）を参照のこと。

58）そのうえで総体的な農業危機状況の下で農政も深化

と転換にみまわれ，価格政策とともに社会政策的な

土地政策もその出発点が画されるのであって，農業

構造の現代化の端初がみてとれよう。

59）この点については，例えば大石嘉一郎編『戦間期日

本の対外経済関係』（日本経済評論社，1992年)，拙

稿｢戦間期日本資本主義の対外関係」（前掲，『紀要』

第38号，1989年)，などをみられたい。

60）それは一方では重化学工業原料・材料の確保，重化

学工業製品の輸出市場，過剰資本の輸出先という点

で日本資本主義の現代化に対応した必然的なもの

であったが,他方ではそれは原材料の円滑な確保に

は結びつかず，むしろ民族運動の高揚をもたらしつ

つ破綻を運命づけられたものであった。

61）戦間期における日本の景気循環については，拙稿

「戦間期日本資本主義の景気循環」（前掲，『紀要』

第４０号，1991年）を参照のこと。

62）周知のようにこの金融恐慌は国際的連関性を欠いた

ものであり，２０年恐`慌以来の不良企業に対する銀行

貸付の固定化にその原因をもっていたが，その結果

５大銀行への集中，高金利状況の是正，日銀の「救

済機関」化がすすんだことも注目されよう。

63）戦間期日本の労資関係の基本構造の立入った内容に

ついては，西成田豊『近代日本労資関係史の研究』

（東大出版会，1988年）に詳しい。また拙稿｢戦間

期日本資本主義の労資関係」(前掲,『紀要』第４１号，

1992年）をもみよ。

64）つまり労資関係の再編と労資対立の本格化に対応し

て「集団的・団体的関係」に立脚した労資の階級的

利害対立を認めつつそれを体制内で調整＝調停す

るという方向を打ちださざるをえなかったのであ

り，したがって２０年代において現代的＝協調的国

家労働政策はその本格的定着をみたといえよう。

65）つまり「農業構造」は自律的な論理によって内在的

に展開をとげるというよりは，資本蓄積の動向から

作用を受けて被規定的に動くという性格が強い。

66）前掲，三和「経済政策体系」３０７頁。

67)具体的には，一方では赤字公債の中央銀行引受を実

行することを通して赤字財政を作りそれにもとづ

く経費拡大によって公共事業や社会保障をすすめ

ることにより有効需要を人為的に創出するととも

に，他方では低金利政策によって銀行・信用機能を

向上させそれが資本活動一雇用促進を引きおこす，

というメカニズムが作用する。

68）以上の展開の具体的経過について詳しくは，前掲，

『帝国主義の研究」３０８－１０頁をみよ。

69）管理通貨制の制度的確立としては1942年の「日銀

法」改正を正式には待たざるをえない。

70）いい換えれば，財政政策と金融政策とが資金創造＝

通貨コントロールの政策という点で結合・一体化さ

れて「通貨政策」とみなされつつ，それによって有

効需要の人為的創出をはかりつつ景気調整と体制

安定化が目的とされるといってよい。なおこの点に

ついて詳しくは，大内力｢現代財政の基本問題」（大

内力編『国家財政』東大出版会，1976年，所収）を

参照のこと。

71)例えば加藤栄一『ワイマル体制の経済構造」（東大出

版会，1973年)序章などをみよ。またいうまでもな

く前掲，三和「経済政策体系」もこのラインの上に

位置づけられる。さらに拙稿「日本マルクス経済学

の見方」（馬渡尚憲編『現代の資本主義』御茶の水書

房，1992年，所収）をも参照のこと。

72）その点では大内氏が体系化された財政・金融の通貨

面からする景気調整策は国独資の「手段｣＝「条件」

ではあるもののそれは決して「本質」そのものでは

力どく，「本質」はそれをさらにすすめた「体制維持」

自体にこそあると考えられる。

73）前掲，三和「経済政策体系」２９３頁を参照。

74）こうまとめると，大内説による管理通貨制→通貨管

理→景気調整というポイントは，このような「体制
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維持｣を課題とした国独資の｢本質｣のその｢手段｣＝

「条件」であるし，井上・宇佐美説による国家統制

→国家の生産面までの介入というポイントは，この

「本質」のその単なる「現象」にすぎないことがわ

かり，いずれもなお一面的理解にとどまっているこ

とが判明しよう。

75）アメリカ・ニューデイールの立入った内容と意義に

ついては，例えば戸塚･徳永編『現代労働問題』（有

斐閣，1977年）第２章、，東大社研編『ナチス経済

とニユーデイール』（東大出版会，1979年)第７．８

章，などに詳しい。

76）ドイツ･ナチス経済の概略と特質に関しては，前掲，

戸塚・徳永編『現代労働問題』第３章Ⅳ，前掲，東

大社研編『ナチス経済とニューディール』第１．２．

４章，を参照のこと。

77）ナチスにおける公共資金調達様式の立入った内容に

ついては，塚本健『ナチス経済』（東大出版会，１９６４

年）２５４－６９頁に詳しい。

78）大内力・戸原四郎･大内秀明『経済学概論』（東大出

版会，1966年）３２１－２２頁。

79)前掲，戸塚･徳永編『現代労働問題』270-76頁参照。

80）つまり，一方で労働市場への労働力供給を制限ない

し減少させながら，他方雇用機会創出についてはす

でにみた公共投資による土木事業・住宅建設などの

他軍需産業の拡大による雇用の吸収効果は一段と

高められた。

81）このような把握については馬場宏二『現代資本主義

の透視』（東大出版会，1981年）４３－４７頁に興味深

い検討が展開されている。


